
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者相談室ニュース 
換金性のない外国通貨の購入の勧誘は 

きっぱりと断りましょう！ 

主婦連合会 消費者相談室 
月・水・金  10:00～16:00 

千代田区六番町 15番地 主婦会館プラザエフ 3F  

TEL 03-3265-8135 FAX 03-3221-7864 

URL http://www.shufuren.net/wordpress/cc/ 

消費者相談室では、来室・電話・FAX・メールにて相談を受け付けています。 

消費生活についてわからないこと、困ったことがありましたら、 

お気軽にお問い合わせください。相談料は無料です。 

イラクディナール、スーダンポンドなど、換金性のない外貨の購入のトラブルが後を

絶ちません。 

 

≪事例≫ 

「スーダンという国は、大変資源が豊かなため、将来的には必ず発展します。今は

認定通貨ではないが、必ず利益を生みます。自分が買いたいが、インサイダー取

引になるので、一度お客様に買ってもらって、その後買い取ります」と電話で勧誘さ

れ、購入した。買取のために業者に連絡しても、すでに姿を消してしまって連絡が

つかない。 

 

業者は通貨価値が不確定であるにもかかわらず、 

「必ず値上がりする」などと問題のある説明をします。 

「高値で買い取る」と購入をあおる 

ケースがありますが、換金性がないため、 

国内では買取されることは 

まずありません。 

業者の説明を鵜呑みにせず、必要のない勧誘は、 

きっぱりと断りましょう。 
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